令和7年度沖縄市障がい者差別解消支援地域協議会
開催日時：2026年1月19日（金）16時~17時15分
開催場所：沖縄市役所地下1階　入札室

出席者)
バリアフリーネットワーク会議　親川　修
沖縄市障がい者福祉協会　髙良　格
沖縄市精神療養者家族会おあしすコール　川上 林健
沖縄県手をつなぐ育成会　田中寛
沖縄市障がい者基幹相談支援センター　島　和也
中部地区障害者就業・生活支援センター　知花 えりか
[bookmark: _GoBack]沖縄市料理飲食業組合　武原 康博
沖縄市観光物産振興協会　金城　諭
株式会社レキオス　下地　雅美
弁護士 松山 清一郎
沖縄市健康福祉部長　仲宗根　勲
沖縄市経済文化部 観光スポーツ振興課長　喜友名 朝仁　(経済文化部長の代理出席)
欠席者)
沖縄市精神療養者家族会おあしすコール　川上 林健
沖縄市料理飲食業組合　武原 康博

１．開会
・健康福祉部長あいさつ
本協議会は障害者差別解消法第17条に基づき設置。専門的な知恵をいただき、本市の障がい者差別解消の理解促進と、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指したい。

・各委員自己紹介

・会長・副会長選任
· 会長：親川 委員（バリアフリーネットワーク会議）
· 副会長：島 委員（沖縄市障害者基幹相談支援センター）




２．議事
(1) 報告事項
事務局より、前年度の協議会で上がった課題を取り上げ、担当部署へヒアリングした取り組みを報告。

· 居住支援の課題：精神・知的障がいを理由とした入居拒否、大家の不安。
 (住まい建築課の取り組み)
· 沖縄市居住支援協議会の活用：令和5年度に設立した同協議会を通じ、関係部局と連携して大家の不安軽減に向けた仕組み作りに取り組んでいる。
· 居住サポート住宅の推進：令和6年度の住宅セーフティネット法改正に伴い新設された「居住サポート住宅」の認証に向け、現在、審査体制の構築を進めている。

· 教育分野との連携：子供が学校で学んだ内容を親に伝える「学校から家庭への波及」を周知ルートとして活用すべき。
(学校現場での取り組み) ※教育委員会指導課より確認
· 人権教育の推進：障がい者差別に限定せず、性別、人種、疾病（エイズ等）を含む包括的な差別解消教育を実施。直近では12月の「世界エイズデー」に合わせた道徳の授業等を実施。
· 福祉学習の実施：小学4年生の総合的な学習の時間等で、福祉について学び、社会福祉協議会と連携した車椅子・アイマスク体験等を実施。
· 交流活動の展開：比屋根小や高原小等による近隣の特別支援学校との定期交流。その他、特別支援学校の児童が地元の小学校で共に学ぶ「居住地交流」を実施。

· イベントの障がい者参加促進について：エイサーイベント等で障害者専用スペースを確保しているが、情報が一部にしか届いていない。
(経済文化部での取り組み)
· 全島エイサーまつり：車いす利用者用スペースを確保しているが、定員の都合上、積極的な周知は控えている。今後は周知の是非を含め検討予定。
· 大規模イベント（産業まつり等）：要配慮者用駐車場の確保や多目的トイレの設置を行い、HP等で情報を公開している。
· ミュージックタウン等での市主催のイベント：リーフレット等で車いす利用者の事前　連絡を呼びかけ、円滑な案内と安全確保を図っている。

· 選挙 知的障がい者の代理投票について：市役所での期日前投票等は対応できているが、各投票所における現場職員への周知が不足している。

(選挙管理委員会での取り組み)
· 現場対応と周知：『投票事務要領』の配布や説明会を通じ、代理投票の手順を周知している。ただし、実例が少ないため現場職員が不慣れなケースもあり、さらなる習熟が課題である。
· 市民への広報：ホームページを活用し、代理投票制度の情報提供を行っている。
· 投票所での配慮：コミュニケーションボードを視認性の高い場所に設置。困っている選挙人への積極的な声掛けを職員に徹底している。

· ヘルプマークの普及啓発について：ヘルプマークの認知度が低く、教育機関や飲食店等への浸透が不十分であるため、さらなる普及啓発が必要である。
(障がい福祉課での取り組み)
· 体制の強化：従来の交付事務に加え、普及啓発を強化。
· 窓口・設置：障がい福祉課窓口へのチラシ掲示に加え、申請不要な「ヘルプカード」を市役所総合案内等に設置。
· イベント活用：「ハートフル福祉フェア」にてパネル展示を実施し、来場者へ周知。
· 広報展開：12月の市広報紙に、関連法（差別解消法等）と併せてヘルプマーク・カ　ードの記事を掲載。今後も多様な媒体を通じた啓発を継続する。

◆　障がい者差別相談事案報告
事務局より、今年度の相談事例について報告。※内容は非公開。

上記、報告に関して、各委員より専門的視点による以下の意見が出された。
居住支援について（下地委員・知花委員）
· 現状の厳しさ：物価・金利高騰により家主が家賃を上げざるを得ず、福祉世帯の住宅確保がますます困難になっている。
· トラブル対応：管理会社が介在しない古い契約ケースでの滞納や立ち退き問題は、支援の介入が非常に難しい。
選挙について（田中委員・親川会長）
· 対応の不一致：投票所によって「親は離れてください」と指示されるなど、現場の判断にバラつきがある。
· 改善：過去の事例を繰り返さないよう選挙管理委員会への再周知が必要。
イベントへの参加について（親川会長・喜友名課長）
· 表現の配慮：「車椅子の方は事前連絡を」という表現は、捉え方によっては排除されているように感じる懸念がある。
· デジタルの活用：QRコード等による事前登録制を導入すれば、事業者側も事前にニーズを把握でき、双方が円滑になる。
(２)協議事項
◆　普及啓発の取り組み
【令和7年度 取り組み状況報告】
障がい福祉課より、本年度の主な活動内容について以下の通り報告。
6月：障がい者差別解消法講話の開催
· 親川委員が講師で、事例を交えた法制度の講話の実施。
8月：教育現場への啓発資料配布
· 市内小中学校へ児童・生徒向けパンフレットを配布。今後の効果的な配布方法について教育委員会と継続協議。
9月：市内事業所向け説明会
· 民間事業所からの依頼に基づき、法概要に関する説明会を実施。
10月：庁内推進体制の強化
· 次長・課長級職員を対象とした庁内会議を開催し、組織的な対応体制を構築。
11月：パネル展の開催
· 法制度およびヘルプマークに関する周知パネルを展示。
12月：専門家による講話・広報紙特集
· 寺田弁護士による合理的配慮に関する講話を実施。
· 市広報にて「差別解消法・虐待防止法・ヘルプマーク・ちゅらパーキング」の特集記事を掲載。
今後の予定：庁内障がい者差別解消推進会議を開催し、本協議会の内容を共有予定。

◆今後の取り組み(案)：「安心して利用できるお店ステッカー」の検討
事務局から提案された、合理的配慮・建設的対話の意思表示を行うステッカー案について,
協議。今後の取り組み(案)に関して、各委員より以下の意見が出された。
運用方法
· 事務局が一方的に配布するよりも、「意思表明」として公募する方が店舗側の意識向上に繋がる。
· 事業の目的を「広報」と明確化し、理念の浸透に軸足を置いてもいいのでは。
· 多忙な事業者の負担（申請の煩雑さ）を考慮し、まずは業界団体等を通じた周知・啓発で機運を高め、その後の展開としてステッカーを活用すべきである。
· 「認証」はハードルが高いため、店舗が主体的に参加できる「応援隊」のような文言を検討してもいいのでは。
デザインと制作
· 市民や障害事業所等、デザインを公募（デザインコンクール等）してはどうか。
· 制作は「障害者優先調達推進法」に基づき、就労支援事業所に発注することを検討してほしい。
普及のネットワーク
· 飲食業組合、商工会議所、観光協会等の既存ネットワークを活用し、「まずは仕組みを知ってもらう」段階から進めるべき。

(3)その他意見交換
· 県の差別解消条例アンケートへの協力
· 委員意見：現在県が実施中のアンケートについて、市からも関係機関へ周知を行うべき。当事者の回答数が不足しているため、市独自のアンケートと時期が重なる点に配慮しつつ、一体的に周知を図るのが効果的。
· 事務局回答：市のアンケートとの重複を考慮し時期を調整していたが、改めて周知を徹底する。必要に応じ関係団体（沖障協等）にも協力を依頼する。

· 本協議会の運営体制と目的
· 委員意見：年1回の開催では活動計画や成果目標が見えにくい。設置目的や、他会議（自立支援協議会、福祉懇話会等）との役割分担を明確にすべき。
· 委員意見：市町村への設置義務はあるが、単なる形式に留めず、具体的な相談事例（市民課等への相談）を共有し、啓発に繋げる場とすることが重要。
· 事務局・次長回答：
・本会議の役割：地域の困りごとや現場の声を収集し、行政各課へ繋いで改善を図る「実務・現場重視」の場である。
・他会議との違い：全体計画（障がい者プラン等）の策定は「福祉懇話会」等が担い、本協議会は各分野の忌憚のない意見を市政に反映させる場として活用している。
・今後の対応：目的をより明確にし、取り組みの成果（改善事例等）を分かりやすく発信できるよう検討する。

· 連携のあり方
· 委員意見：自立支援協議会や居住支援協議会等の各部会と、本協議会の協議内容を相互にリンクさせ、情報を共有する仕組みが必要。

4. 閉会および次年度の予定
· 事務局より、本日得られた意見を課内で協議し、周知方法の改善に繋げる旨を報告。
· 次年度の協議会は、令和8年11月～1月頃に年1回の開催を予定。

